
令和７年度  第３８号 

セミセルフレジおよびキャッシュレス決済端末導入仕様書  
  

1. 業務名 

令和７年度 第３８号 セミセルフレジおよびキャッシュレス決済端末導入 
  

2. 目的  

      窓口証明書手数料等の収納業務において、セミセルフレジおよびキャッシュレス決済端

末を導入し、決済手段の多様化による利用者の利便性の向上を図るとともに、集計や金銭

管理等における事務の効率化を図ることを目的とする。 

  

3. 履行期間  

機材の納入期限：令和７年９月３０日（火） 

※運用開始は令和７年１０月１日を予定。 

保守・システム利用は令和８年３月３１日（火）までとし、その後更新契約を行う。 

その他詳細は本市と協議により決定する。 
 

4. 設置場所および設置台数  

甲賀市役所 市民課、証明書交付窓口  ２カ所 

機器構成 POS 機能付きレジ ２台 

自動釣銭機（紙幣・硬貨） １台 

キャッシュドロア １台 

キャッシュレス決済端末 ２台 

二次元コードスキャナー ２台 

レシートプリンター ２台 

その他必要な備品・機材一式  ― 



5. 業務内容  

ア ＰＯＳレジおよび自動釣銭機等、必要機器一式の調達  

イ キャッシュレス決済端末の調達  

ウ 調達機器の設置およびセットアップ  

エ 運用業務に必要なマニュアルの提供  

オ 導入機器の操作研修の実施  

カ 運用、機器保守の実施  

キ 地方自治法第２３１条の２の３第１項に規定するキャッシュレス決済にかかる指定納付
業務  

ク その他、本業務に必要なもの  
 

6. 調達条件 

次の機器等を調達し、各導入窓口に設置の上、運用に必要な設定、登録等を行うこと。
なお機器一式はカウンター上での使用ができる規格、配置とすること。  

（１） キャッシュレス決済端末 
(ア) ＰＯＳレジアプリと連動し、１台の端末で、「７.指定納付受託業務について」内に示

す全ての決済手段に対応しており利用明細の発行が可能であること。利用明細書に
は「領収書」等、金銭の領収があったと誤解されるような名称を用いない設定が可
能であること。 

(イ) ＰＩＮ入力及び電子サインに対応しており、二次元コード読み取り用のカメラが搭
載されていること。  

(ウ) インターネット回線は有線接続、無線接続を問わない。有線インターネット回線に
ついては、市による提供が可能。 

(エ) 利用者に対し、手数料等の金額等を表示することができる機能を有すること。  
(オ) 画面が見やすく、操作が簡単で、かつ、分かりやすいこと。 

【参考型番】パナソニック製 ＪＴ−Ｃ６０ 

（２） ＰＯＳレジ用タッチパネル対応端末 
(ア) 画面サイズは、おおむね７インチ以上１５インチ以下であること。  
(イ) タブレット端末の場合は、１台につき充電器及びタブレットスタンド１個を付属す

ること。  
(ウ) キャッシュレス決済端末との連携が可能であること。 



（３） ＰＯＳレジアプリ 
(ア) ＰＯＳレジ用タッチパネル対応端末に適合し、動作保証されていること。  
(イ) キャッシュレス決済端末と連動し、金額の２度打ちが不要であること。  
(ウ) 任意の商品マスタに対し支払い手段を現金のみに限定できる機能を有しているこ

と。 
(エ) 集計データは、国内データセンターのクラウドサ―バーに保管されること。  
(オ) 通信障害、システム障害等によるオフライン時にもレジ処理を可能な仕組みとする

こと。この場合の会計データはレジ端末内に一時保管し、障害復旧後にサーバーに
データ送信が行えること。  

(カ) 手数料等の種類は、部門別の区分設定を行うことができるなど、会計時の操作を効
率よく行うことができる機能を有すること。また、手数料等の追加等の設定が容易
にできること。  

(キ) 集計データは、区分別に集計することが可能であって、ＣＳＶ形式などのデータで
随時にダウンロードすることが可能であること。 

(ク) 集計に当たっては、決済日時、決済窓口、手数料名、単価、数量、金額、支払種別、
決済ブランド、件数、合計金額等が抽出できることが望ましい(抽出可能な項目は、
企画提案書により提案すること)。 

(ケ) 集計データは、長期保管されること。少なくとも翌年度４月１日から起算して２年
間保管できることが望ましい。 

(コ) 決済誤り等の発生時に返金処理が容易に行えること。 
(サ) 本業務の契約後に市が提供する証明等の名称、金額等の情報について、事業者が納

品時までに事前登録すること。また、納品後は、職員が自ら変更が可能であること。  
(シ) 画面が見やすく、操作が簡単で、かつ、分かりやすいこと。 

（４） 機器設置用部品及び付属品一式 
① レシートプリンタ  

(ア) 会計完了後、レシートプリンタから手数料等の種類、合計金額及び決済手段のわか
る明細（以下「レシート」という。）の発行ができること。 

(イ) レシートには、設置箇所の名称、手数料等の名称を任意の文字等に変更が可能でき
ること。また、レシート出力枚数を柔軟に変更できること。 

(ウ) レシート（幅５８mm または８０mm）が発行可能なものとし、導入及び設置を行う
こと。  

② 自動釣銭機  
(ア) ＰＯＳレジと連動するものとし、導入および設置を行うこと。 
(イ) 釣銭の取り忘れ防止（ランプ点灯およびアラート音）の対策ができること。 



(ウ) 新五百円硬貨および新紙幣に対応済みであること。 
③ ルーター  

(ア) 当市が調達する光回線終端装置に接続し、本業務で導入及び設置を行う機器と接続
し、安定に稼働するよう設定を行うこと。 

④ キャッシュドロア 

（５） 導入、研修及び運用サポート 
(ア) （１）から（４）までの機器等の設置及び初期設定等を実施し、動作確認等を十分に

行った上で、当市へ引き渡すこと。  
(イ) 運用開始前に、職員に対し機器操作等に係る研修を行うこと。  
(ウ) （１）から（４）までの機器等の操作手順等に係るマニュアルを提供すること。 
(エ) マニュアルは職員が容易に理解できるよう、平易なものとすること。  
(オ) 機器のトラブルや操作方法等について、メール又は電話等によるサポートを３６５日

行うほか、緊急時には、現地への駆けつけによるサポートを行うこと。  
(カ) 導入後、POS レジに関しては法令対応含めて機能アップデートを無償で実施するこ

と。 
（６） セキュリティ対策 

(ア) クレジットカード業界のセキュリティ基準(PCI DSS)の現行基準に準拠しているク
レジット情報非保持型の機種であること。  

(イ) 認証時等におけるカード情報や暗証番号の通信は、暗号化される仕組みとすること。 
 

7. 指定納付受託業務について 

事業者は、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２３１条の２の３第１項に規定する指定
納付受託者となり、キャッシュレス決済による支払いを行った者に代わって当該歳入等を納付
する事務を行うこと。 

利用可能な決済サービス・ブランド等 

以下の決済サービスおよび各ブランドについては必須対応とし、その他の決済サービスお
よびブランドについては提案によるものとする。 

 

クレジットカード  VISA、Mastercard、JCB 

電子マネー  各種交通系 IC、楽天 Edy、WAON、nanaco 

コード決済  PayPay、auPAY、ｄ払い、楽天ペイ  

 



ア 納付方法は、指定納付受託者が納入義務者等に代わり立替払いをする「立替払い方 
式」であること。 

イ キャッシュレス決済の立替金（以下「立替金」という）については、毎月末日を締め
日として集計し、翌月末日までに本市が指定する口座に納付すること。なお、納付に
係る振込手数料は受注者の負担とする。 

ウ 立替金は、納入義務者等が選択するクレジットカード等の支払い方法の種類を問わ
ず、 一括で納付すること。  

エ 立替金の内訳明細書を作成し、納付日前までに提出すること。 
 

8. 守秘義務の遵守 

ア 本ＰＯＳアプリを提供する上で知り得た秘密に対する守秘義務を遵守すること。この
守秘義務は、契約終了後も課されるものであり、従事する者が離職した場合も同様に
遵守させること。 

イ クレジットカード情報をはじめとした個人情報については、契約期間及び契約終了後
を通じて保管及び管理に万全を期し、漏洩防止のために適切な措置を講じること。 

ウ 本市が提供する一切のデータ、資料などを本ＰＯＳアプリ提供以外の目的で使用、複
写、複製または第三者に提供しないこと。 

 

9. 法令等の遵守 

本ＰＯＳアプリの提供において、地方自治法その他関係する法令等を遵守しなければなら
ない。契約期間中にこれら法令等に改正があった場合は、改正された内容に基づくものとす
る。 
 

10. 甲賀市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除につ
いて、（「不当介入に関する通報制度」の徹底について） 

ア 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等
に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要
求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当
介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行
うものとする。 



イ 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報
書（別記様式第１号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告す
るものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力
者を含む）に対して、十分に指導を行うものとする。 

ウ 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が
生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

 

11. その他 

ア インボイス制度に対応していること。  
イ 本件調達には次の作業を含むものとする。また、作業において不明な点がある場合に

は、市担当者と十分な調整・協議を行い、両者合意のうえで行うこと。  
・ 機器等の納入・設置、配線等、各種設定および各機器等の調整を行うこと。 
・ 機器等は、各構成品が一体となって正常に稼働する状態で設置・納入すること。 
・ 自動釣銭機は、納付者が利用可能な向きで設置すること。  
・ 納品は、納入期限までの市が指定する日に行うこととする。なお、閉庁日（土日祝

日）または平日夜間の納品対応が可能であること。  
ウ 納入品については、入札日時点で現行品であり、販売終息品又は中古であってはならな

いこと。  
エ 物品ごとに同機種同バージョンのもので統一すること。 

 
 

 

担当：甲賀市 市民環境部市民課 

 


